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大規模小売店舗立地法関連手続きの流れ  
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か
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以
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（公告・４か月間縦覧） 

（公告・１か月間縦覧） 

事前相談書の提出 

市より事前相談書に対する指摘事項等の通知、

説明会開催回数等の通知 

新増設等の届出《法５条・法６条》 

届出者による住民等への説明会開催《法７条１項》 

４
か
月
以
内 

８
か
月
以
内 

市協議会 

市の意見《法８条４項》 

手続終了 

あり（公告・１か月間縦覧） 

なし 

当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知《法８条７項》 

（届出者による自主的対応策の提示） 

市の勧告《法９条１項》 
なし 

手続終了 

あり（公告） 

届出者による必要な変更に係る届出《法９条４項》 

当該届出が勧告に従っていない場合 公表《法９条７項》 （公告） 

２
か
月
以
内 

市協議会 

１
か
月
以
内 

事前協議 

概要説明 

※渋滞緩和措置等の協議 
 

※新増設等の届出から８か月経過せずとも 
新設あるいは変更可能 

【関係課への意見照会】 

【関係課への意見照会】 

【学識経験者及び関係課の出席】 
 

【関係課の出席】 
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以
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地域貢献計画書の説明会 

「大型店の立地に関するガイドラ

イン」に基づき必要となる手続き 

「大規模小売店舗立地法」及び「熊本市大規模小売

店舗立地法運用要綱」に基づき必要となる手続き 

地域貢献に関する協議会の設置 

２
年
後 

３
か
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地域貢献に関する協議会の開催 

地域貢献に関する協議会の開催 

地域貢献に関する協議会の開催 
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設
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の
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設
等
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か
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※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 
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協議会結果報告書の提出 
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協議会結果報告書の提出 
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※既設の特定大型店は事実発生後、速やか
に届出及び窓口の設置 

協議会結果報告書の提出 

市より近隣市町（１km圏内）への情報提供 

届出者による説明会開催公告《法７条２項》 

 



1 

 

市の意見案と考え方 

  新 設  

 1.店舗名称：（仮称）ドラッグストアモリ田迎店 

 2.所 在 地：熊本市南区田迎二丁目６１番 外 

 3.届出内容：新設 

(1)設置者：株式会社ドラッグストアモリ（福岡県朝倉市一ツ木１１４８番地の１） 

(2)新設年月日：令和４年４月２７日 

(3)店舗面積：１，３９８㎡ 

(4)駐車場台数：５５台 

(5)駐輪場台数：１７台 

(6)荷さばき施設面積：６５㎡ 

(7)廃棄物保管施設容量：６.９６㎥ 

(8)営業時間： 開店時間 午前７時  閉店時間 午前２時 

(9)駐車場利用可能時間帯：午前６時３０分～午前２時３０分 

(10)荷さばき可能時間帯：２４時間 
 

4. 手続き状況 

 

 

 

 

※１１０ｔト

ラックの入出

庫は、平日は

８：００まで、

休日は７：００

まで。 

      

      

     ※

２トラックの

 届出日 縦覧期間 市意見通知期限  

 

 

令和 3年 8月26日 令和3年9月14日～令和4年1月14日 令和4年4月26日 

 

5.意見等： 

○･･･あり 

×･･･なし 

住 民 等 
学識経験者 

（内野名誉教授） 

学識経験者 

（荒井元教授） 

学識経験者 

（磯田嘱託教授） 

 

 

 

 

 

× × ○ × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警交通規制課 危機管理防災総室 生活安全課 青少年教育課 環境政策課 

○ × × × ○ 

環境共生課 水保全課 ごみ減量推進課 商業金融課 都市政策課 

○ × × ○ × 

交通政策課 建築指導課 開発指導課 市街地整備課 都市デザイン課 

× × ○ ○ ○ 

土木総務課 

(南区土木センター) 

○ 

       

【資料１－１】 

意見等総数 

15件 



6.関係課等による指摘事項に対する設置者の回答及び本市意見としての取扱

Ⅰ.設置者、建物等の概要　

担当課 熊本県警本部交通規制課

指摘内容

本件届出に伴う交通流の変化により、交通渋滞や交通事故等、周辺地域の生活道路等への
影響その他の交通障害等が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、必要な対策を
講じていただきたい。
（理由）
交通の安全と円滑のため

設置者回答
オープンに伴って来店車両により周辺道路の交通流に変化が生じ、周辺地域の生活道路に渋
滞等の影響が生じた場合には、関係機関と協議を行い、必要な対策を講じてまいります。

留意事項として付記

→（1）

Ⅱ.「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく確認項目

１.駐車需要の充足等

担当課 市街地整備課

指摘内容
駐車場法第11条の技術的基準に適合する必要がありますのでご確認お願いします。
(理由)
路外駐車場で、自動車駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるため。

設置者回答 駐車場法第11条の技術的基準に適合するよう計画します。

記載しない

２.騒音の発生に係る事項

担当課 環境政策課

指摘内容

室外機（圧縮機）の設置工事の開始日の３０日前までに、熊本県生活環境の保全等に関する条
例第４４条第１項に基づく騒音特定施設の設置届を提出してください。
(理由)
熊本県生活環境の保全等に関する条例第４１条第１項に定める騒音の特定施設である室外機
の圧縮機（原動力の定格出力が２．２５ｋＷ以上のもの）の設置が予定されているため。

設置者回答 設置工事３０日前までに設置届を提出します。

記載しない

1

取扱

2

取扱

取扱

3

2
（仮称）ドラッグストアモリ田迎店



担当課 環境政策課

指摘内容

騒音規制法における規制基準（5～10分程度の測定時間における騒音評価量90％レンジ上端
値）の遵守及び騒音による近隣の生活環境が損なわれることのないよう努めてください。また、
近隣の住民から苦情があった場合には、適切な対応をお願いいたします。
(理由)
a地点,b地点,c地点,d地点における夜間の騒音レベルの最大値が基準値を超過しているため。ま
た、騒音規制法又は熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づき、市民の生活環境を保全
し、健康の保護に資するため。

設置者回答
騒音規制法における規制基準を遵守し、騒音による近隣の生活環境が損なわれることのないよ
う努めます。
また、近隣の住民から苦情があった場合には、適切に対応いたします。

留意事項として付記

→（2）

　指摘事項なし

４.街並みづくり等への配慮等

担当課 学識経験者

指摘内容
店舗のカラー立面図の色彩、文字の大きさについて、近隣の景観を損なう恐れがあります。色
彩、デザインの見直しを行って下さい。

設置者回答
熊本市景観計画に則った計画とし、関係課と協議の上、景観法に基づく大規模行為の届出済み
です。また、現時点で色彩、デザインの変更は難しいところです。

留意事項として付記

→（3）

担当課 環境共生課

指摘内容

条例等に基づく事前協議に基づいた緑化計画の確実な施工をお願いいたします。また樹木の植
栽（中高木）もご検討ください。
（理由）
緑地の保全及び緑化の推進に関する条例等

設置者回答
事前協議に基づいた緑化計画のとおり施工いたします。
樹木の植栽（中高木）は見通しの阻害も懸念されるため、低木、フェンス緑化とする計画です。

留意事項として付記

→（3）

担当課 都市デザイン課

指摘内容

既に大規模行為届出を行っている内容が変更となる場合は、都市デザイン課へ相談してくださ
い。
（理由）
景観法及び熊本市景観条例

設置者回答 届出内容が変更となる場合は、都市デザイン課へ相談します。

記載しない

5

取扱

取扱

4

３.廃棄物に係る事項等

6

取扱

7

取扱

3
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担当課 都市デザイン課

指摘内容

既に屋外広告物申請を行っている内容が変更となる場合は、都市デザイン課へ相談してくださ
い。
（理由）
屋外広告物法及び熊本市屋外広告物条例

設置者回答 届出内容が変更となる場合は、都市デザイン課へ相談します。

記載しない

担当課 開発指導課

指摘内容
当該地区は市街化区域であるため、実測面積が1,000㎡以上の敷地で建築物又は特定工作物
の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合には、都市計画法第29条に
基づく開発許可が必要です。詳細については、開発指導課と協議をお願いします。

設置者回答
土地区画整理地内の為、開発不要です。
開発指導課　確認済

記載しない

担当課 南区土木センター総務課（管理財産班）

指摘内容

申請地に隣接する市道及び水路には、境界標（それに伴う測量鋲）が埋設されているため、これ
らに損傷なきよう十分注意して施工すること。
　なお、工事により境界標（それに伴う境界鋲）が損失する場合は、事前確認を行い、工事後に
復元を行うこと。詳細については、南区土木センター総務課管理財産班と事前に打ち合わせるこ
と。
　また、市道及び水路との境界については、境界の確認を行うこと。
（理由）
道路の管理保全のため

設置者回答

地積測量図を取得済
区域・区域外との境界確認済
境界標等を損傷する予定は無いが、不測の事態にて損傷させた場合は、速やかに管理者に報
告し、復元を行います。

記載しない

Ⅲ.その他指摘事項

9

取扱

8

取扱

10

取扱

4
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担当課 南区土木センター総務課（占用班）

指摘内容

雨水排水管、通路橋等市管理の道路及び法定外公共物への占用・使用が必要となる場合は、
道路法第32条及び熊本市法定外公共物管理条例第４条に基づき申請を行うこと。
（理由）
道路及び法定外公共物への占用・使用について許可を必要とするため。

設置者回答 雨水排水の接続の為、法定外公共物の占用許可　取得済

記載しない

担当課 南区土木センター総務課（占用班）

指摘内容

乗入口の設置等により道路の構造等を変更する場合は、道路法第24条に基づき事前に道路
工事施行承認申請を行うこと。
（理由）
道路の構造等を変更する場合、道路法第２４条に基づき道路管理者の承認を必要とするた
め。

設置者回答

①法定外公共物工事（ボックスカルバートによる通路橋）について
熊本市法定外公共物管理条例第4条の規定による「法定外工事施工承認書」取得済
②道路工事（店舗建築に伴う出入り口の設置）について
道路法第24条の規定による「道路工事施工承認書」取得済

記載しない

担当課 南区土木センター維持課

指摘内容

車両出入口部の既存歩道等の構造等については、道路法第24条の規定に基づき、必要に応じ
て承認を受けること。
（理由）
道路法第24条に基づき、道路管理者として承認が必要であるため。

設置者回答 同上

記載しない

担当課 南区土木センター維持課

指摘内容

車両出入口部が既存植栽帯に影響する場合は、南区土木センター維持課と事前に打合せるこ
と。
（理由）
道路保全のため。

設置者回答 同上

記載しない

担当課 商業金融課

指摘内容 立面図について、カラー図面の提出をお願い致します。

設置者回答 カラー立面図を提出します。

記載しない

14

取扱

15

取扱

13

取扱

11

取扱

12

取扱

5
（仮称）ドラッグストアモリ田迎店



7.市の意見案 

 

（仮称）ドラッグストアモリ田迎店 

 

 

 

【市の意見】 

 

 届出に対する市の意見はなし。 

 

 

 

 

【留意事項】 

 

(1) 交通渋滞等周辺道路に影響を及ぼす状況が生じた場合には、速やかに関係機関

と協議の上、必要な対策を講じること。 

 

(2) 騒音に関する苦情等が発生した際には、速やかに関係機関と協議の上、発生源

対策を含め誠意を持って対応すること。 

 

(3) 景観については、周辺地域に調和するよう、建物の色調に十分配慮するととも

に、樹木の植栽（中高木を含む）等、緑化の推進に取り組むこと。 

 

(4) 本市の「大型店の立地に関するガイドライン」に沿って、一定規模未満の大型

店に対して求めている地域貢献について自治会や商工会等、地元の意見収集に

積極的に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

6 

（仮称）ドラッグストアモリ田迎店 



車庫

農地

2F
住居

4F
集合住宅

3F
集合住宅

3F
事業所兼集合住宅

2F
集合住宅

1F
事業所

3F
事業所

2F
医療施設

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

空地

軽

軽

緑
地

（
6.88㎡

）

緑
地（
130.44㎡

）

▽
道
路
境
界
線

▽隣地境界線

△
官
民
境
界
線

△道路境界線

市道田迎1丁目田迎2丁目第1号線

市道田迎二丁目第7号線

市道江越1丁目馬渡2丁目第2号線

計画地

資料－２　周辺見取図 Ｓ：1/1,000

N

master
テキストボックス
資料1-2

master
テキストボックス
7



農地
2F
住居

4F
集合
住宅

1F
事業所

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

空地

軽

軽

緑地
（6.88㎡）

緑地（130.44㎡）

緑化フェンス（L=59.70ｍ）

緑
化
フ
ェ
ン
ス（
L=
32
.7
1ｍ
）

風除室

WWC

MWC

前室

▽道路境界線

▽
隣
地
境
界
線

△官民境界線

△
道
路
境
界
線

２階部

前室

倉庫

休憩室

2
,
2
3
0

8,165

4t車

1

1

1

1

9

16

8 9

11

1 8

11

5,000

2
,
5
0
0

5,000

2
,
5
0
0

5,000
2
,
5
0
0

5
,
0
0
0

2,500 3,500

5
,
0
0
0 4

,
0
0
0

2,500 2,500

4
,
0
0
0

2,500

8
,
1
0
0

2
,
3
0
0

7
,
0
0
0

6
,
1
0
0

7
,
4
0
0

8,000 8,000

交
差
点
ま
で
の
距
離

ｗ
=
5
.
4
ｍ

8
,
0
0
0

8,0008,000

2
,
6
0
0

1,600

3
0
0

13,000

5
,
0
0
0

荷さばき施設
5.0m×13.0m = 65m2

廃棄物等保管施設
 ①0.30m×1.60m×H1.5m = 0.72m

3

（生ゴミ・その他可燃物）
 ②2.60m×1.60m×H1.5m = 6.24m

3

（ダンボール・その他資源物）

計 = 6.96m
3

①

②

従業員用駐車場（4台）

（仮称）ドラッグストアモリ田迎店

出入口№1

出入口№2

▲
店舗出入口

店舗面積　1,398㎡

駐輪場（17台）

自動二輪車駐車場（2台）

駐車場（55台）

搬出入車両専用出入口

従業員用駐車場
（1台）

水路

歩道

歩道

市道江越1丁目馬渡2丁目第2号線

市道田迎1丁目田迎2丁目第1号線

市
道
田
迎
二
丁
目
第7

号
線

1
,
3
0
0

6,000

4
,
3
0
0

8
5
0

8
5
0

3
,
5
0
0

3
,
0
5
0

3
,
0
5
0

3
,
4
5
0

1
,
4
5
0

1
,
4
5
0

資料－３　平面図兼配置図 Ｓ：1/300

N

案内表示看板
（搬出入車両専用出入口）

master
テキストボックス
資料1-3

master
テキストボックス
8



車庫

農地
2F
住居

4F
集合
住宅

3F
事業所兼集合住宅

1F
事業所

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

空地

軽

軽

緑地
（6.88㎡）

緑地（130.44㎡）

緑化フェンス（L=59.70ｍ）

緑
化
フ
ェ
ン
ス（
L=
32
.7
1ｍ
）

風除室

WWC

MWC

前室

▽道路境界線

▽
隣
地
境
界
線

△官民境界線

△
道
路
境
界
線

2
,
2
3
0

8,165

4t車

1

1

1

1

9

16

8 9

11

1 8

11

5,000

2
,
5
0
0

5,000

2
,
5
0
0

5,000

2
,
5
0
0

5
,
0
0
0

2,500 3,500

5
,
0
0
0 4

,
0
0
0

2,500 2,500

4
,
0
0
0

2,500

8
,
1
0
0

2
,
3
0
0

7
,
0
0
0

6
,
1
0
0

7
,
4
0
0

8,000 8,000

交
差
点
ま
で
の
距
離

ｗ
=
5
.
4
ｍ

8
,
0
0
0

8,0008,000

13,000

5
,
0
0
0

従業員用駐車場

（仮称）ドラッグストアモリ田迎店

出入口№1

出入口№2

▲
店舗出入口

搬出入車両専用出入口

従業員用駐車場

水路

歩道

歩道

市道江越1丁目馬渡2丁目第2号線

市道田迎1丁目田迎2丁目第1号線

市
道
田
迎
二
丁
目
第7

号
線

1
,
3
0
0

6,000

4
,
3
0
0

8
5
0

8
5
0

3
,
5
0
0

3
,
0
5
0

3
,
0
5
0

3
,
4
5
0

1
,
4
5
0

1
,
4
5
0

4t車：回転半径 6.9ｍ

搬出入車両大きさ

2,230

8
,
1
6
5

凡　　例

来店車両入庫経路

搬出入車両入庫経路（4ｔ）

歩行者経路

交通整理員

広告塔（案内表示看板）

来店車両出庫経路

搬出入車両出庫経路（4ｔ）

資料－７．１　動線計画図（１） Ｓ：1/300

N

案内表示看板
（搬出入車両専用出入口）

master
テキストボックス
資料1-4

master
ノート注釈
1-4


master
テキストボックス
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車庫

農地
2F
住居

4F
集合
住宅

3F
事業所兼集合住宅

1F
事業所

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

空地

軽

軽

緑地
（6.88㎡）

緑地（130.44㎡）

緑化フェンス（L=59.70ｍ）

緑
化
フ
ェ
ン
ス（
L=
32
.7
1ｍ
）

風除室

WWC

MWC

前室

▽道路境界線

▽
隣
地
境
界
線

△官民境界線

△
道
路
境
界
線

2
,
4
9
0

11,990

10t車

1

1

1

1

9

16

8 9

11

1 8

11

5,000

2
,
5
0
0

5,000

2
,
5
0
0

5,000

2
,
5
0
0

5
,
0
0
0

2,500 3,500

5
,
0
0
0 4

,
0
0
0

2,500 2,500

4
,
0
0
0

2,500

8
,
1
0
0

2
,
3
0
0

7
,
0
0
0

6
,
1
0
0

7
,
4
0
0

8,000 8,000

交
差
点
ま
で
の
距
離

ｗ
=
5
.
4
ｍ

8
,
0
0
0

8,0008,000

13,000

5
,
0
0
0

従業員用駐車場

（仮称）ドラッグストアモリ田迎店

出入口№1

出入口№2

▲
店舗出入口

搬出入車両専用出入口

従業員用駐車場

水路

歩道

歩道

市道江越1丁目馬渡2丁目第2号線

市道田迎1丁目田迎2丁目第1号線

市
道
田
迎
二
丁
目
第7

号
線

1
,
3
0
0

6,000

4
,
3
0
0

8
5
0

8
5
0

3
,
5
0
0

3
,
0
5
0

3
,
0
5
0

3
,
4
5
0

1
,
4
5
0

1
,
4
5
0

資料－７．２　動線計画図（２） Ｓ：1/300

N

倉庫

10t車：回転半径 9.9ｍ

搬出入車両大きさ

2,490

1
1
,
9
9
0

倉庫

10t車：回転半径 9.9ｍ

搬出入車両大きさ

2,490

1
1
,
9
9
0

凡　　例

搬出入車両入庫経路（10ｔ）

搬出入車両出庫経路（10ｔ）

案内表示看板
（搬出入車両専用出入口）

master
テキストボックス
資料1-5

master
テキストボックス
10



農地
2F
住居

4F
集合
住宅

1F
事業所

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

空地

軽

軽

緑地
（6.88㎡）

緑地（130.44㎡）

緑化フェンス（L=59.70ｍ）

緑
化
フ
ェ
ン
ス（
L=
32
.7
1ｍ
）

風除室

WWC

MWC

前室

▽道路境界線

▽
隣
地
境
界
線

△官民境界線

△
道
路
境
界
線

1

1

1

1

9

16

8 9

11

1 8

11

8
,
0
0
0

8,0008,000

Ｘ

Ｙ

(0，0)

4 2 2 43 3

5

6

1

5

6

7

10

9

11

7

8

145 ～ 48

49 5142 ～ 44

5250 4140

24 ～ 35

23

2

1

39

3 ～ 20

2221

36 ～ 38

Ｂ〔1.5m(GL+1.5m)〕

ｂ(1.3m)

Ａ〔1.5m(GL+1.5m)〕

ａ(1.5m)

ｃ(1.5m)

ｄ(1.5m)
荷さばき施設

廃
棄
物
等

保
管
施
設

従業員用駐車場（4台）

（仮称）ドラッグストアモリ田迎店

出入口№1

出入口№2

▲
店舗出入口

搬出入車両専用出入口

従業員用駐車場
（1台）

水路

歩道

歩道

市道江越1丁目馬渡2丁目第2号線

市道田迎1丁目田迎2丁目第1号線

市
道
田
迎
二
丁
目
第7

号
線

1
,
3
0
0

6,000

4
,
3
0
0

8
5
0

8
5
0

3
,
5
0
0

3
,
0
5
0

3
,
0
5
0

3
,
4
5
0

1
,
4
5
0

1
,
4
5
0

搬出入車両荷台扉開閉音       

搬出入車両座席扉開閉音

搬出入車両エンジン始動音

来客車両走行音　

搬出入車両走行音

廃棄物収集車両走行音

1 11

21

71

凡     例

室外機（Ｒ階部）

冷凍冷蔵庫屋外機（Ｒ階部）

排気口（１階部）

排気口（２階部）

キュービクル（Ｒ階部）

搬出入車両後進警報ブザー音

廃棄物収集車両後進警報ブザー音

廃棄物収集作業音（圧縮・非圧縮）

搬出入車両アイドリング音

台車走行音

荷下ろし音

1 20～

21 22，

23 35～

36 38～

39

40

41

42 43，

44

45

46

47 48，

49 50，

51 52，

～

～

，

 Ａ ， Ｂ 

 ａ ～ ｄ

 

等価騒音レベル予測地点
〔  〕内の（  ）は予測地点のGLを基準とした高さ

 騒音レベル最大値予測地点
（  ）内は店舗GLを基準とした高さ

 

資料－８　騒音発生源位置図 Ｓ：1/300

N

master
テキストボックス
資料1-6

master
テキストボックス
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車庫

農地

2F
住居

4F
集合住宅

3F
集合住宅

3F
事業所兼集合住宅

2F
集合住宅

1F
事業所

3F
事業所

2F
医療施設

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

空地

3F
集合住宅

軽

軽

緑
地

（
6.88㎡

）

緑
地（
130.44㎡

）

▽
道
路
境
界
線

▽隣地境界線

△
官
民
境
界
線

△道路境界線

第１種住居地域

地域の類型

規制区域

Ｂ類型

第２種

第２種中高層住居専用地域

地域の類型

規制区域

Ａ類型

第２種

Ｂ〔1.5m(GL+1.5m)〕

ｂ(1.3m)

ａ(1.5m)

Ｄ〔1.5m(GL+1.5m)〕

ｄ(1.5m)

Ａ〔1.5m(GL+1.5m)〕

Ｃ〔1.5m(GL+1.5m)〕
ｃ(1.5m)

市道田迎1丁目田迎2丁目第1号線

市道田迎二丁目第7号線

市道江越1丁目馬渡2丁目第2号線

計画地

凡     例

等価騒音レベル予測地点
〔  〕内の（  ）は予測地点のGLを基準とした高さ

 

 Ａ ～ Ｄ

騒音レベル最大値予測地点
（  ）内は店舗GLを基準とした高さ

 

 ａ ～ ｄ

資料－９　騒音予測地点位置 Ｓ：1/800

N

master
テキストボックス
資料1-7

master
テキストボックス
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西側立面図

東側立面図

北側立面図

南側立面図

資料－１０　立面図 Ｓ：1/200

master
テキストボックス
資料1-8

master
テキストボックス
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date2021.09.05

ブルー色
（5PB2/2.0）DICNo.2396

景観条例対応色

2021.09.03 建築図面 屋外広告物申請用図面

西面

西面

西面
西面

西面

91.043㎡
2.16㎡

29.456㎡

1220×8700＝10.614
1330×5000＝6.65 17.264㎡

500×5500＝2.75㎡

400×2500＝1.0㎡
2.75㎡
1.0㎡

17.264㎡

9.53㎡

西面４ 1700×3400＝5.78㎡ 5.78㎡

南面 32.633㎡

南面5 2400×2400＝5.76㎡
32.633㎡2370×2900＝6.873㎡

2000×10.000＝20.0㎡

date 2021.08.09 date 2021.09.05

未確定
未確定

⑴

⑵ ⑶

⑷

⑸

master
テキストボックス
資料1-9

master
テキストボックス
14

master
テキストボックス



date2021.09.05

ブルー色
（5PB2/2.0）DICNo.2396

景観条例対応色

屋外広告物申請用図面2021.09.03 建築図面

date 2021.08.09 date 2021.09.05

西面

西面

西面
西面

西面

91.043㎡
2.16㎡

29.456㎡

1220×8700＝10.614
1330×5000＝6.65 17.264㎡

500×5500＝2.75㎡

400×2500＝1.0㎡
2.75㎡
1.0㎡

17.264㎡

9.53㎡

西面４ 1700×3400＝5.78㎡ 5.78㎡

南面 32.633㎡

南面5 2400×2400＝5.76㎡
32.633㎡2370×2900＝6.873㎡

2000×10.000＝20.0㎡

未確定
未確定

master
テキストボックス
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master
テキストボックス
15

master
テキストボックス
17

master
テキストボックス



date 2021.08.09

丸パイプ　508 

店名・未確定
営業時間・未確定 date 2021.08.09

1300 12000

12
00
0

1500

4000

830 2860

4000

668

350

800

1000

1000

450
900

2860 4000 11.44

1000 1000 1.00
1.00

2860 800 2.29
13.73

(13.73+1.00) =14.73      14.73x 2 面＝29.46
29.46

(A)
(B)

(A)

(B)

(C)

＊阿蘇一の宮店参考

#LED照明
#ポラックス4    L=900

master
ノート注釈

master
取り消し線

master
テキストボックス
資料1-11

master
テキストボックス
　16

master
テキストボックス
17

master
テキストボックス

master
取り消し線



駐車場・案内サイン（自立式）

駐車場・案内サイン（自立式） = 1.08 x 2台 =2.16

９００×６００ 0.54

0.54 x 2面　＝1.08

2.16

1.08
D

白・

赤・

白・

300

600

2.000

電源穴
プルボックス
ミライ PVK108x108x50.5

45mm

道路側駐車場側

プルボックス
ミライ PVK108x108x50.5

300

水抜き穴　２ヶ所     10mm

簡易基礎『埋め込み 700~900 程度』
強風等にも耐えられる様　施工

STKR   　75x75x2.3
ウレタン塗装　黄色

141
467

163 163

LED 照明器具

PF-16
PF 菅コネクタ

2.000

ポラックス 4    600L
三和サインワークス

POLLUX4-600L-65K
昼光色

電源穴
プルボックス
ミライ PVK108x108x50.5

45mm

900900

駐車場側

D

date2021.08.09

master
テキストボックス
17

master
テキストボックス
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master
テキストボックス
17

master
テキストボックス
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市の意見案と考え方 

  新 設  

 1.店舗名称：（仮称）長嶺南PJ 

 2.所 在 地：熊本市東区長嶺南三丁目２１７８番３２７ 外 

 3.届出内容：新設 

(1)設置者：大和ハウスリアルティマネジメント株式会社（東京都千代田区飯田橋二丁目１８番２号） 

(2)新設年月日：令和４年５月１６日 

(3)店舗面積：１，７７８㎡ 

(4)駐車場台数：８１台 

(5)駐輪場台数：１７台 

(6)荷さばき施設面積：３６㎡ 

(7)廃棄物保管施設容量：１２.１９㎥ 

(8)営業時間： 開店時間 午前９時  閉店時間 午後９時 

(9)駐車場利用可能時間帯：午前８時３０分～午後９時３０分 

(10)荷さばき可能時間帯：午前６時００分～午後１０時００分 
 

4. 手続き状況 

 

 

 

 

※１１０ｔト

ラックの入出

庫は、平日は

８：００まで、

休日は７：００

まで。 

      

      

     ※

２トラックの

 届出日 縦覧期間 市意見通知期限  

 

 

令和 3年 9月15日 令和3年10月7日～令和4年2月7日 令和4年5月15日 

 

5.意見等： 

○･･･あり 

×･･･なし 

住 民 等 
学識経験者 

（内野名誉教授） 

学識経験者 

（荒井元教授） 

学識経験者 

（磯田嘱託教授） 

 

 

 

 

 

× × × × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警交通規制課 危機管理防災総室 生活安全課 青少年教育課 環境政策課 

○ × × × ○ 

環境共生課 水保全課 ごみ減量推進課 商業金融課 都市政策課 

○ × × ○ × 

交通政策課 建築指導課 開発指導課 市街地整備課 都市デザイン課 

× × ○ ○ ○ 

土木総務課 

(東区土木センター) 

× 

       

【資料２－１】 

意見等総数 

10件 



6.関係課等による指摘事項に対する設置者の回答及び本市意見としての取扱

Ⅰ.設置者、建物等の概要　

担当課 熊本県警本部交通規制課

指摘内容

本件届出に伴う交通流の変化により、交通渋滞や交通事故等、周辺地域の生活道路等への影
響その他の交通障害等が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、必要な対策を講じて
いただきたい。
（理由）
交通の安全と円滑のため

設置者回答
オープンに伴って来店車両により周辺道路の交通流に変化が生じ、周辺地域の生活道路に渋
滞等の影響が生じた場合には、関係機関と協議を行い、必要な対策を講じてまいります。

留意事項として付記

→（1）

Ⅱ.「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく確認項目

１.駐車需要の充足等

担当課 市街地整備課

指摘内容
駐車場法第11条の技術的基準への適合が必要となりますのでご確認お願いします。
（理由）
駐車場法より

設置者回答
・駐車場法第11条の基準に則した計画とします。
・駐車料金は徴収しません。

記載しない

２.騒音の発生に係る事項

担当課 環境政策課

指摘内容

室外機（圧縮機）の設置工事の開始日の３０日前までに、熊本県生活環境の保全等に関する条
例第４４条第１項に基づく騒音特定施設の設置届を提出してください。
(理由)
熊本県生活環境の保全等に関する条例第４１条第１項に定める騒音の特定施設である室外機
の圧縮機（原動力の定格出力が２．２５ｋＷ以上のもの）の設置が予定されているため。

設置者回答 騒音特定施設の設置届を設置する３０日前までに提出いたします。

記載しない

担当課 環境政策課

指摘内容

近隣の住民から苦情があった場合には、適切な対応をお願いいたします。
(理由)
騒音規制法又は熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づき、市民の生活環境を保全し、
健康の保護に資するため。

設置者回答 近隣の住民から苦情があった場合には、適切に対応いたします。

留意事項として付記

→（2）

1

取扱

2

取扱

取扱

取扱

3

4
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　指摘事項なし

４.街並みづくり等への配慮等

担当課 環境共生課

指摘内容

緑化計画については、緑化協議時の緑化計画の確実な施工をお願いします。
　〔緑化目標値〕4036.3×（1-(0.6+0.1)）×0.2
　　　　　　　　≒242.18㎡
　〔計画緑地面積〕250.32㎡
　　　※面積は協議時（R3.7.2)申請の数値
（理由）
緑地の保全と緑化の推進に関する条例（第19条）

設置者回答 緑化協議時の緑化計画のとおり施工します。

留意事項として付記

→（3）

担当課 都市デザイン課

指摘内容

既に大規模行為届出、特定施設届出を行っている内容が変更となる場合は、都市デザイン課へ
相談してください。
（理由）
景観法及び熊本市景観条例

設置者回答 承知しました。

記載しない

担当課 都市デザイン課

指摘内容

既に屋外広告物申請を行っているB棟、集合建植広告については、内容が変更となる場合、都
市デザイン課へ相談してください。
（理由）
屋外広告物法及び熊本市屋外広告物条例

設置者回答 承知しました。

記載しない

担当課 都市デザイン課

指摘内容

A棟に屋外広告物を設置する場合は、都市デザイン課と事前協議を行い、必要に応じて許可申
請を行ってください。
（理由）
屋外広告物法及び熊本市屋外広告物条例

設置者回答 承知しました。

記載しない

5

取扱

３.廃棄物に係る事項等

6

取扱

7

取扱

8

取扱
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担当課 開発指導課

指摘内容
当該地区は市街化区域であるため、実測面積が1,000㎡以上の敷地で建築物又は特定工作物
の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合には、都市計画法第29条に
基づく開発許可が必要です。詳細については、開発指導課と協議をお願いします。

設置者回答 7/26付で開発指導課より開発不要の旨で協議済みです。

記載しない

担当課 商業金融課

指摘内容
立面図について、カラー図面の提出をお願いします。
（理由）
　建物の色彩やデザインの調和について、景観への配慮を確認するため。

設置者回答 カラー立面図を提出します。

記載しない

10

取扱

Ⅲ.その他指摘事項

9

取扱
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7.市の意見案 

 

（仮称）長嶺南PJ 

 

 

 

【市の意見】 

 

 届出に対する市の意見はなし。 

 

 

 

 

【留意事項】 

 

(1) 交通渋滞等周辺道路に影響を及ぼす状況が生じた場合には、速やかに関係機関と

協議の上、必要な対策を講じること。 

 

(2) 騒音に関する苦情等が発生した際には、速やかに関係機関と協議の上、発生源対

策を含め誠意を持って対応すること。 

 

(3) 熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、緑化協議時の緑化計画

のとおり確実な施工を行うこと。 

 

(4) 本市の「大型店の立地に関するガイドライン」に沿って、一定規模未満の大型店

に対して求めている地域貢献について自治会や商工会等、地元の意見収集に積極

的に取り組むこと。 
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